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（注）各人の⑦欄の金額を第１表のその人の「農地等納税猶予税額㉓」欄に転記します。なお、その人が、非上場株式等

についての納税猶予及び免除、非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例、山林についての納税猶予及び免除

又は医療法人の持分についての納税猶予及び免除若しくは医療法人の持分についての税額控除の適用を受ける場合

は、第8の5表の⑬欄の金額を第１表のその人の「農地等納税猶予税額㉓」欄に転記します。


